
    「女性活躍推進法」に基づき、働く職員が仕事と家庭の両立を図り、より働きやすい

     職場環境整備を行うため、次のとおり行動計画を策定します。

1、計画期間  令和４年４月１日～令和９年３月３１日

2、内容 目標１：派遣もしくはパートから正職員への転換率５％以上とする。

（取組内容）

・子育てのためパートの雇用形態を選んでいた者が、子育てが落ち着き

 フルタイムを希望する場合は正職員への転換制度を積極的に運用していく。

目標2：年次有給休暇の消化率を男女合わせ５０％以上とする。

（取組内容）

・消化率の低い職員の取得推進（各部署管理者より人事考課面談時など）。

・年次有給休暇を取得しやすいシフト作り等を検討する。

・上司による業務の優先順位付や業務分担の見直しを行う。

目標3：育児休業の取得水準を上げる。

    男性：期間中に１名以上取得。 

    女性：令和４年３月時点の育児休業取得率を維持

（取組内容）

・各部署管理者へ 改定された育児・介護休業法および両立支援制度について周知する。

・配偶者が出産する男性職員に対し、育児休業など両立支援制度を周知する。

・新入職員、新任の各部署管理者へ両立支援制度について周知する。
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